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京銀Big Advanceの新サービスとして 

総合補償制度を導入します 
～取引先の事業継続マネジメントをサポート～ 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、２０２１年４月２６日（月）から、地域企業の成長支

援プラットフォーム「京銀Big Advance」のサービスの一つとして、会員企業を対象とし

た「京銀Big Advance 総合補償制度（団体損害保険制度）」を導入しますのでお知らせい

たします。 

本制度は、企業の事業活動における事業継続マネジメントを総合的にサポートするもの

です。「京銀Big Advance」の会員企業は、本制度への加入により、訴訟や情報管理に関す

るリスク、近年の自然災害増加をふまえた商品等の物流リスクなど、事業活動における様々

なリスクに備えることができます。 

当行では、今後も「京銀Big Advance」をはじめデジタル技術を活用した商品・サービス

の充実により、地域のお客さまの事業継続に向けたサポートをより一層強化してまいります。 

記 

制度の概要 

名 称 京銀 Big Advance 総合補償制度 

内 容 

保険契約者（＝当行）、被保険者（＝京銀 Big Advance会員企業のうち本制

度の加入申し込みを行った企業）、募集代理店（＝京友商事株式会社）、引受保

険会社（＝東京海上日動火災保険株式会社）とする団体損害保険制度です。 

保険プラン 対象となるリスク 

D&Oマネジメントパッケージ 

（会社役員賠償責任保険） 
訴訟リスク 

サイバーリスク保険 情報管理リスク 

海外 PL保険 製造リスク 

商品総合補償運送保険 商品物流リスク 

※加入時にはお申し込みが必要となります。 

取扱開始日 ２０２１年４月２６日（月）※保険開始日は２０２１年８月１日（日）となります。 

 

以 上 

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた
企業活動を行ってまいりました。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践である
SDGs達成に向け、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。なお、関連するプレスリ
リースにその目標であるSDGsのアイコンを明示しております。 

【SDGs】2015年 9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての 2030
年までの世界共通目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。 


